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【スライド 1】

田野﨑　隆　二

6 輸血療法シンポジウム

オーバービュー

東京都立墨東病院　輸血科 藤 田 　   浩

東京都における災害時の輸血療法

〔座長〕　慶應義塾大学医学部　輸血・細胞療法センター

〔座長〕　東京都立駒込病院　輸血・細胞治療科 奥　山　美　樹

　墨東の藤田です。

（座長：奥山先生）

　それでは、輸血療法シンポジウムを始めたいと思います。座長は、私、駒込病院の奥山と、後半、

慶應大学の田野﨑先生です。よろしくお願いします。

　先ほど来、災害の話が出てきましたが、基調講演でもお話しいただきましたけれども、今回の輸

血療法シンポジウムは、「東京都における災害時の輸血療法」ということで、4人の先生方にお願い

しています。

　最初に、墨東病院の藤田先生に、オーバービューということでお話を伺います。藤田先生、よろ

しくお願いいたします。
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　皆さん、医療機関にお勤めの方が多いと

思うんですが、自分のところは災害拠点病

院である、あるいは近くに災害拠点病院が

あると知ってる方はいらっしゃいますか。

　では、災害に関する院内の輸血マニュア

ルがあるっていう施設はいらっしゃいます

か。意外に少ない。自分ところも振り返って

みて、災害が自分の経験の中であまりな

いっていうこともあって、そこをどうしてもおろそかにしてしまう自分もいたりして、今回、シン

ポジウムを通じて、皆さまに災害をどう見て、考えて、院内の輸血体制の一考、再考して、考えてい

ただきたいということを、願いをもって企画しております。

　重大災害が起こりますと、献血者が一時的に増える場合もありますが、基本的には不足し、傷病

者が増加することによって、傷病者への輸血量も増えるわけです。また、災害において供給困難に

なります。

　そこで、血液センターや医療機関で、いろんなことを考えなきゃいけない。献血、血液が不足し

た場合、医療機関の供給トリアージというものをどう考えていくかということと、組織、医療機関

の患者さんそのものも、患者の輸血トリアージを考えなきゃいけない。この患者さんには輸血す

る、しないとか、そういうことを判断しなければいけない事態に陥ってくるということになりま

す。

　また、倫理環境の確立です。皆さまの医療機関で、臨床倫理の組織がある。逆に、臨床倫理のこと

をよく知っている。臨床倫理の教育環境というか、医療機関で働いていると、必要なんだけども、

知識っていうものがあまり持たないかもしれません。

　生命倫理の4原則のうちの4番目は、公平、正義に決まっていて、どの患者にも公平に対応しな

きゃいけない、見なきゃいけないんですけれども、喫緊な状況ですと、重症患者とか環境によって

優先度を決めなきゃいけないっていうことがあります。

　われわれ、コロナの時に、この人を受けるか、受けないかとか、人工呼吸器付けるか、付けないか

で悩んだのと同じような形で、輸血するか、しないかっていうことが、アルゴリズムとして病院内

であるかないかで、非常に輸血担当している方々の考え方に大きく左右するんではないかという

ことで、災害時の輸血マニュアルをもし見直す時があるのであれば、その辺の輸血トリアージ、優

先度についても、臨床倫理的な側面を踏まえて、構築していただければと思います。

　また自分のとこはこうだよ、いいのありますよと、まだ言える立場でないですが、自分のところ

も、その災害に基づいたマニュアルを作っていきたいと思っております。
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なきゃいけない課題であるっていうことが提言された論文でございます。

論文を読むと分かるんですけども、果たしてわが国で、このようなイギリスでつくられたトリ

アージが、そのまま採用されるかっていうのは、ちょっと疑問な点もあります。けれども、長崎大

学の長井先生が、輸血学会の調査で、そのような輸血の災害時の優先度におけるマニュアルがあ

る施設がどのぐらいあるかと聞いたところ、20％あった。ここでは1施設しかなかったですけど

も、意外に、日本で調べると、20％あるということでした。

　その後、ブリティッシュ・ジャーナル・ヘ

マトロジーで、輸血のトリアージについて

の論文が報告されています。先ほど、臨床倫

理の体制がどうかとお聞きしたのは、まさ

しくそこで、こういう患者が来たら、こうい

う条件だったら輸血しなくて、緩和療法に

移行するとか、そういうふうに、結構クール

にアルゴリズムつくってるもので、　この

　これは、カナダでのコロナ禍における血

液供給の滞ったっていう論文が報告されて

いて、それぞれの不足の状況で、通常どおり

の場合は緑。信号機と同じで、ちょっと注意

が必要だっていうの、琥珀（こはく）、まさし

く切迫している、赤、レッドという状況で、

リスク管理していこうというのが、コロナ

禍で世界が経験、輸血で今後解決していか
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持っているとこは少ないと思います。その日暮らしというか、その都度オーダーして、届けられた

血液を使うっていうことで、急に血液の供給が止まると、一気に血液不足になって、緑だったのが

琥珀の状態になり、赤になってしまう。在庫を持たないと一気に赤になるので、その時に、医療機

関に輸血が必要な患者さんがいた場合、どのようなことを考えなきゃいけないかということで、

在庫の問題、供給の問題があるかと思います。

合、患者の生命に重大な危機が及ぼす恐れがあるなどの条件があれば、薬事法24条に関わりなく、

病院間の血液の移動というか、融通は認めるというような通知が出ています。

　それで、血液センターから血液が届かな

い場合、離島の天候不順の場合があるわけ

ですけども、緊急の血液融通について、厚労

省の令和3年の通達が出ております。この前

には、東日本大震災で、医薬品の融通につい

て、緊急時・災害時は認めるっていう通達が

あったんですけど、今回、令和3年は、血液融

通について取り上げて、医師が判断した場

　一方で、東京都の災害時医療救護活動ガ

イドライン、先ほど丸山先生も一部示され

ておりましたけれども、超急性期の72時間

経過すれば、物流が回復し、血液が欲しいと

いう、手に入るという考え方があるそうで

すけども、あとは日赤の在庫の考え方とし

ては3日間ということでございます。

　ところが、医療機関は、3日分も在庫を

第２３回　東京都輸血療法研究会報告書
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ように、温度管理とともに震動管理をしなければならないということになります。

　自分もドローンで血液を運ぶ実証実験をしてますけども、やはり……。具体的に言うと、血液と

蓄冷材が直接触れないような搬送方法を、ドローンでも取る努力はして、なるべく日赤さんが運

ぶ、BCPに基づく搬送手段を取り入れて、かつ、軽量化して、長距離飛ばせるような条件の搬送条件

を構築することを努力しております。

　また、ドローンによる薬品配送のガイド

ラインも2023年に発出されております。定

期の搬送は、やはり卸の免許のある日本赤

十字社や、東京都で言うと献血事業団にな

るわけですけども、災害時は、そういう卸の

免許がなくてもいいということになりま

す。そうはいっても、ドローンで運ぼうが、

通常の車両で運ぶ搬送条件を満たしていく

　また、そういうことを踏まえて、血液の融

通とか、災害時の輸血のトリアージについ

て、いろいろ各地方自治体の合同輸血療法

委員会で取り上げている、先ほど高知県の

例もありましたけど、広島とか神奈川でも、

いろんな取り組みがございますので、私も、

東京都としても、地方自治体で運用してい

る取り組みについて、情報収集していきた

いと思っております。
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要になってくるだろうと思いますので、今後の課題かなと思っております。

　そういうことで、能登半島地震でも、自分

の仲間が、国土交通省の下、派遣されたわけ

ですけども、そういう物を運ぶ依頼が来な

くて、被災地の状況を調査するということ

を承りまして、このような被害状況の調査

を行っております。

　こういうことで、災害が起こると、いろん

な省庁との連絡、コミュニケーションが重

　いろいろ、マルチコプターで短距離の実験をしましたけども、最近は、長距離でたくさん運ぶた

めには無人ヘリを使ったりですね。あるいは長距離で、災害時を想定して、こういうウイングコプ

ター型の長距離で、速度が速いもの等も実験しております。

　災害時に血液をいっぱい運ぶには、無人ヘリとか空飛ぶ車などが、今後、血液の搬送に応用され

る可能性があります。こちらのほうに、長距離で早くというのは、災害時とか、有事の際の傷病者

への血液搬送を想定しております。

第２３回　東京都輸血療法研究会報告書
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（座長：奥山先生）

　藤田先生、ありがとうございました。

　災害時の輸血療法を考えるに当たっての問題点、課題などをオーバービューで示していただき

ましたが、最後に総合討論の時間を設けてますので、質問はそこでお受けしようと思いますが、

今、どうしてもここで、藤田先生に聞きたいことがあれば承りますが、よろしいですか。

　じゃあ藤田先生、またのちほど。ありがとうございました。

第２３回　東京都輸血療法研究会報告書

　オーバービューが長くなりましたけれど

も、本日は、東京都における災害時の輸血療

法を皆さんと考えていく上で、東京都の立

場から、日赤の立場から、医療機関の立場か

ら、先生方にお話をいただいて、議論を深め

ていきたいと思います。以上です。



67

【スライド 1】

【スライド 2】

第２３回　東京都輸血療法研究会報告書

　既にご紹介されている部分もあります

が、都で、現在定めている計画、ガイドライ

ンに記載の基本的な内容について、東京都

の立場に絞って説明させていただきます。

　まず、東京都の地域防災計画ですが、こち

らは、災害対策基本法に基づくものです。

都、区市町村、関係機関が、地域災害の予防、

応急対策および復興・復旧支援の対策を実

施することにより、住民の生命等を保護す

ることを目的としております。

　地域防災計画は、6つの災害に分けて編集

されており、震災編は、令和5年度に修正さ

れているところです。

深 井 園 子

① 東京都（行政）の立場

東京都保健医療局保健政策部

（座長：奥山先生）　

　それでは、次、2番目の演題で、「東京都における災害時の輸血療法、東京都（行政）の立場」という

ことで、東京都保健医療局保健政策部疾病対策課長の深井園子先生にご講演いただきます。よろ

しくお願いいたします。
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　初動体制についても、計画の中に示され

ております。日赤東京都支部は血液救護班

を設置しまして、輸血用の血液供給業務を

実施とされています。献血供給事業団は、協

定に基づき、都からの血液製剤等の供給要

請に対して協力して行うという形で記載さ

れているところです。

　こちらも、先ほどご紹介がございました

が、発災直後の医療連携体制です。関係機関

が連携して、被災状況および医療機関の活

動状況を収集するというような形になって

おります。また収集した情報を区市町村等

に提供いたします。

　この体制の中に、日赤東京都支部、献血供

給事業団も示されているようなところで

す。また災害拠点連携病院や、災害医療支援病院の情報は、区市町村の災害対策本部とつながって

いるような状況です。
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　こちらも、先ほどお示しいただいており

ますが、災害時の血液製剤要請・供給の流れ

になります。先ほどのお話のように、区市町

村から都へ、そして協定書に基づいて、東京

都赤十字血液センターおよび献血供給事業

団へ要請されていく流れになっておりま

す。

　また血液の不足時には、先ほどもお話あ

りましたが、都は、他道府県を通じて、他道府県血液センターに応援を依頼しまして、都外からの

供給によって、その確保を図るとしています。このような形で、計画上は体制が示されているとこ

ろです。

　協定書に基づいてというお話をさせてい

ただきましたが、こちらが血液製剤の供給

に関する協定になります。先ほどのスライ

ドと同じようなお話にはなってしまいます

が、やはり日赤東京都支部、献血供給事業団

が、都からの血液製剤の供給要請に基づい

て、速やかに措置し、状況を都に連絡するこ

とや、搬送体制についても記載されている

協定になってございます。

　こちらが、災害時医療救護活動ガイドラ

イン第3版になります。今年3月に改訂しま

して、地域防災計画を具体化したものでし

て、都における災害時の医療救護活動に関

する基本的な事項を整理して、方針として、

示されているものになります。
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　かなり細かいんですけれども、ガイドラ

イン上においても、やはり区市町村からの

要請を都が受けて、協定書に基づいて、日赤

東京都支部、また献血供給事業団等に供給

要請するという流れになってございます。

　現在、以上のような体制ではありますが、

やはり実態に即されていない部分も多々あ

るかと思います。災害時の血液供給につい

て、より円滑に対応できるようにしまして、今後も検討を進めてまいりたいと思いますし、この後

の先生方のお話の中でも、課題をご指摘いただいて、共有できればというふうに思っております。

簡単ですが、以上となります。

（座長：奥山先生）　

　ありがとうございました。この場で聞いておきたいことがあれば、挙手をお願いいたします。

（質問者：岡崎先生）

　すいません。後でもいいんですけれども、こういうガイドラインとか、そういうものを作った時に、小規模

でもいいので、例えばシミュレーションをして、どこがまずいとか、そういうようなことっていうのは、実際、

やられてみたりとかするんでしょうか。

（深井先生）

　そうですね。全体的なところはシミュレーションなどを通して、修正を加えられているところですが、ま

だ血液供給の部分に対しては、これからかなと思っております。

（質問者：岡崎先生）

　ありがとうございます。

（座長：奥山先生）

　ありがとうございます。それでは、また後ほど、総合討論でよろしくお願いします。どうもありがとうござ

いました。
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大 城 戸　秀 樹

② 日赤の立場

東京都赤十字血液センター

（座長：奥山先生）

　それでは、3つ目の演題にいきたいと思います。次は「日赤の立場、災害時の供給体制」について、

東京都赤十字血液センター 学術情報・供給課長 大城戸秀樹先生にお願いいたします。

　開示すべき利益相反はございません。

　東京都赤十字血液センター 学術情報・供

給課の大城戸と申します。よろしくお願い

いたします。

　本日はこのような機会賜りまして、誠に

ありがとうございます。私からは「東京都に

おける災害時の輸血療法」ということで、

「日赤の立場・災害時の供給体制」について、

お話させていただきます。
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　本日、お話しする内容は4つございます。1

つ目は、過去の災害時の対応事例でござい

ます。2つ目につきましては、東京都地域防

災計画に記載されている、東京都としての

血液製剤の供給体制です。3つ目につきまし

ては、東京都赤十字血液センターの供給体

制をお話しさせていただこうと考えており

ます。最後に、現状で抱えている課題につい

てお話しさせていただければと思っております。

　では、最初に災害時の過去の対応事例と

なります。こちらの方では、医療機関と血液

センターとの通信状況、医療機関への血液

製剤の供給及び安定供給の支援について、

お話をさせていただこうと思います。

　まずは大規模地震発災直後の通信状況と

なります。

　最初に、阪神淡路大震災ですが、こちらの

方は地震発生が早朝であったというところから、しばらく繋がりにくい状況ながらも、回線は繋

がっていました。しかしながら午後14時20分ごろからは、やはり全ての電話回線といったものが

不通となり、医療機関との連絡が全く取れない状況になったということでございます。

　次に、2011年の東日本大震災でございますが、こちらの方は、過去の災害事例等も踏まえまし

て、通常の回線の他に有線電話、衛星電話等も準備しておりましたが、発災直後は、こちら①から

④について、全く通じない状況でございました。

　一方で、血液センターの職員の個人携帯のアドレスに、医療機関職員からのメールが着信した

といった事例もあったと聞いております。電話・FAXといったものは繋がらなかったんですけど

も、インターネット回線が使用可能であったという報告が、各所で上がっていたという状況でご

ざいます。

　次に、熊本地震の際の通信状況については、繋がりにくいものの、発生直後から医療機関との連

絡が取れたため、受注ができたと伺っております。
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　こちらのスライドは、東日本大震災時の、

宮城センターの供給状況となっておりま

す。先程のスライドのとおり、震災直後から

医療機関との連絡が取れなくなってしまっ

た事から、3月11日から巡回供給のほうを

行っているという状況でございます。10方

面に対して、赤血球製剤を各型5本、車載し

て巡回供給を行っております。

　青枠で囲った7コースについては、1日、2日程度の巡回供給というところだったんですが、被害

の大きかった気仙沼、石巻、あと県南方面のコースにつきましては、10日間近く、巡回供給を継続

したと伺っております。

　こちらは、安定供給ということで、やはり

同じ東日本大震災ですが、震災時には沿岸

部での採血ができない。また宮城県内での

検査・製造ができないという状況でしたの

で、当然、医療機関の必要とする量の確保と

いったものが難しい状況となっておりま

す。

　そこで、全国で必要量を確保して、東京都

それと大阪府を経由して、東北の各県へ輸送したという状況でございます。日本海側は空路をメ

インとして、太平洋側の方では高速道路を使い陸路で輸送し、安定供給の確保に努めたと伺って

おります。
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　次に、東京都の体制ということで、これま

では過去の対応事例でしたが、現在の東京

都の体制はどうなっているのかということ

で、先程、深井課長の方からお話もありまし

たので、詳細は割愛させていただきますが、

こちらが、東京都地域防災計画に記載され

ている血液製剤の供給体制となっておりま

す。

　各医療機関から区市町村の災害対策本部と、東京都の災害対策本部、こちらを経由して、血液セ

ンターへ発注情報が伝達されるという形になっております。伝達された発注情報を基に、最終的

には、献血供給事業団が医療機関へ納品するというのが流れとなっております。

　続いて、東京都センターの体制となりま

す。こちらは通常時ということで、スライド

にお示ししてるとおり、新宿にある東京都

赤十字血液センター、それと立川事業所の2

箇所で、受注業務のほうを行っております。

また医療機関への納品については、葛飾出

張所、それと辰巳供給出張所を加えた都内4

カ所の施設で行っていているというのが通

常時の体制となっております。
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　では、発災後の体制といったものについ

て、こちらのスライドのほうにまとめてみ

ました。まず災害時の通信手段でございま

すが、通常時と同様のWeb発注とFAX・電話の

他に防災行政無線が3番目として加わって

おります。

　最初にWeb発注でございますが、FAX・電話

と比較して、インターネット回線は災害時

に強いといわれております。また、詳細は次のスライドでご説明させていただきますが、ディザス

タリカバリを構築しており、Web発注のシステムサーバーの被災にも備えている状況でございま

す。

　こちらのディザスタリカバリ・サイトへのアクセスについては、日赤の医薬品情報サイト内の

関連情報にある血液製剤発注システムページ内にリンク掲載しておりますので、後ほどご確認い

ただければと思います。

　次に、FAX・電話といったところですが、災害時の対応として、通常時の発信先とは異なる施設、

具体的には、先ほど通常時のところでお示ししました、例えば新宿受注エリア内の医療機関から

立川事業所へ、またその逆で、立川受注エリア内の医療機関から新宿の東京都赤十字血液セン

ターにご連絡を頂いても、対応出来るようにしているというところでございます。それぞれのFAX

番号、電話番号につきましては、血液センターから医療機関の皆さまに配付しております『発注の

手引き』の方に記載しておりますのでご確認ください。

　次に防災行政無線ですが、設置されております医療機関におきましては、直接、辰巳供給出張

所、もしくは立川事業所へ連絡していただくことも可能でございます。無線番号につきましても、

先程申し上げました『発注の手引き』に記載されておりますので、やはり同様に、後ほどご確認い

ただければと思います。

　また防災行政無線につきましては、東京都地域防災計画に掲載されております災害対策本部経

由の発注にも利用可能となります。

　続いて供給体制でございますが、先程の通信手段、こちらの3つですね。こちらが途絶している

方面につきましては、道路の被災状況等にもよりますが、献血供給事業団と連携して、災害拠点病

院を中心に、巡回供給を実施する予定としております。また都内での対応が困難である場合には、

近県からの供給支援体制もあります。こちらにつきましては、やはり、後程ご説明させていただこ

うと思っております。

　最後に安定供給といった部分でございますが、東日本大震災と同様に、全国規模での支援体制

で対応を図ることになるかと考えております。
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　こちらが、Web発注システムのディザスタ

リカバリと補足といった形になっておりま

す。通常は、東日本リージョン、それと西日

本リージョンということで、それぞれ1つず

つデータサイトを設置されております。左

下の通常時は、東日本のメインサイトにア

クセスしていただいて、Web発注をしていた

だいてるという状況になっております。

　またこちらの発注情報につきましては、リアルタイムでメインサイトからDRサイトのほうに

データ領域はコピーされてるという状況でございます。

　通常使用しているメインサイトが被災した場合には、速やかに通常時は閉塞されておりますDR

サイトの接続を開放いたしまして、DRサイトの方でWeb発注の情報を収集するという形になって

おります。

　赤字の方で記載しているDRサイトのURLですが、こちらは通常時のURLと異なりますので、気を

付けていただくようにお願いいたします。

　次に、近県からの供給支援の説明です。こ

ちらのスライドですが、被災による道路の

寸断等により、県境付近に向かえない場合、

相手方のセンターの被災状況や道路事情等

にもよりますが、隣接する埼玉県、千葉県、

神奈川県の血液センターから、東京付近の

災害拠点病院を中心とした部分での巡回供

給といったところも想定しているというと

ころでございます。
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　続きまして、課題でございます。

　最後に、こちらの課題ということで血液

センターとしての懸念点等をお話しさせて

いただこうと思っております。

　再三、スライドでお示ししている地域防

災計画の血液製剤供給体制というところで

ございます。まず1点目といたしましては、

こちらの情報伝達の経路といった部分です

が、各医療機関から区市町村の災害対策本部、それと東京都の災害対策本部を経由して、血液セン

ターへ発注の連絡がくるといった形になっております。こちらの方なんですが、介在する部署が

複数存在しているということと、普段、血液製剤に関わっていない職員が対応することなどから、

言い間違いや聞き間違い、または情報伝達の遅延といったリスクがあるのではないかと考えてい

るところでございます。

　次に2点目でございますけども、スライドの左下に課題ということでお示ししておりますが、災

害対策本部の本部経由の発注と、通信が途絶していない医療機関からの発注、通常通りに血液セ

ンターに発注できている医療機関ですが、こちらのほうの2通りの発注が、血液センターにおいて

混在することが想定されます。

　この時に、うまく言葉では伝えにくいところではありますが、これらの2方向からの発注に対し

て、その優位性の区別と有無といったものが、あるのかどうかといったことに対して血液セン

ターでは、その優位性の判断をすることができませんので、順番に処理するしかないのではと現

状では考えているところでございます。

　災害時の供給についての課題はこの2点だけといったものではなく様々あるかと思います。た

だ、課題解決に向けては、東京都をはじめ、医療機関の皆さまのご意見やご協力を賜ることも必要

だと考えておりますので、その際はご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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（座長：奥山先生）

　ありがとうございました。また具体的な話が出てきました。また、サポート体制で安心できるお

話だったと思います。この場で聞いておきたいこと。よろしいですか。藤田先生、お願いいたしま

す。

（質問者：藤田先生）

　信号機のように、グリーンとか赤で血液不足の状態を示すっていうの、他の国でもやられてお

りますが、日本ではどうなんでしょうか。3日間分在庫を持つと安定供給できるという、緑色とい

う判断で安心するんですけど、例えばこれくらい血液センターの在庫が減ったら注意信号ですと

か、赤で出すとか、そういう仕組みっていうのはあるんでしょうか。

（大城戸先生）

　ありがとうございます。関東ブロック全体の在庫というような状況ではありますが、平日供給

の3日間を100％水準といたしまして、これより上であれば緑信号という形になるかと思います。

　一方、少ないといった場合ですが、その際には、一応基準といたしましては、70％、それと60％っ

ていったところで、黄色、赤に相当するのかといったところがございますが、一応そういった判断

基準は持っているというところでございます。

（質問者：藤田先生）

　ということは、70％になったら、他の県から血液の供給を受ける権利。権利というか、受けるこ

とができるっていう理解でよろしいでしょうか。

　最後に、口頭とはなりますが、東京都セン

ターでは、通信手段として複数の手段に対

応していること。医療機関への供給体制と

して、巡回供給。こちらは近県も含めてです

けども、想定しているということ。それと、

安定供給の確保といたしましては、全国か

らの支援があることということで、このよ

うな備えをしておりますので、ご安心いた

だければと思います。ご清聴ありがとうございました。
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（大城戸先生）

　その際には、まずブロック管内で、ドナー確保といったところで強化策というか、施策を取りま

して、他は、それで十分確保できないといったことになった場合には、他ブロックからの需給調整

という形で、製品取り寄せるという形になります。

（質問者：藤田先生）

　分かりました。

（座長：奥山先生）

　それでは、大城戸先生、どうもありがとうございました。

　座長を交代いたします。
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たりするところです。

　あとは、先ほど来ちょっと出ている医療救護活動ガイドラインの中では、区西南部二次医療圏

の医療対策拠点というのが置かれるところになっておりまして、東京都のその直下における、各

二次医療圏の中で、その災害時の対応のコーディネートを行う。そういう役割を担う医療施設で

もあるということです。

　よろしくお願いします。東京都立広尾病

院、総合救急診療科、城川と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。

　今回、貴重な機会を頂きましてありがと

うございます。広尾病院、最初に軽く紹介で

すけれども、広尾病院は、東京都の中では、

23区の中の基幹災害医療センターに位置付

けられておりまして、災害医療の教育をし

第２３回　東京都輸血療法研究会報告書

城 川　雅 光

③ 医療機関の立場

東京都立広尾病院　総合救急診療科

（座長：田野﨑先生）

　後半部分の座長を担当させていただきます、田野﨑です。

　次は、医療機関の立場から、ということで、東京都立広尾病院、総合救急診療科部長であられま

す、城川雅光先生、お願いします。
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　COIに関しては、特にありません。

　軽く自己紹介ですが、お示しするだけに

したいと思います。いろんな災害医療に関

わってきました。
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もあります。

　今回、災害、災害と話してますけれども、

災害というのは、実はいろんな分類があっ

て、さまざまで、医療資源需給のバランスの

崩れですとか、人、物、インフラの破壊、あと

は法律的な、いろんな取り組みだったり、あ

と東京都内ですと、東京DMATの出動基準み

たいなものに災害というのが用いられたり

しています。あと、その他、原因による分類

起こった時に対応するような、そういった組織があります。

　東京DMATという話があったので、軽く紹

介します。今創立20周年と、このあいだ20周

年記念のイベントがありました。災害時に、

消防機関と一緒に活動を行って、局所災害

であったり、都内の大規模な地震災害で

あったり、都外のいろんな災害の派遣。あ

と、その他NBC対応といって、放射線災害と

か、生物災害、化学災害、そういったものが
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　話戻しまして、災害とはというところで、

今日は、使うテーマとしては、皆さん、もう

うすうす気付いてますけれども、大規模な

人、物、インフラの破壊を伴うもの、最も対

応困難なケースとなり得るケースとして、

やはり地震災害で、この地震を前提にお話

をしていきたいと思います。

われ考えてることは、いかにして需要を減らしていって、いかにして供給を増やすのか。そういっ

たことを考えて活動をします。

　まず災害時の急性期医療ですけれども、

基本原則としては、災害医療というのは、ス

イッチを入れて、平時の救急医療とは異

なった考え方で対応しましょう。その大原

則としては、限られた資源で最大多数を救

う。そういったところに主眼を置いて対応

しましょうということになっています。

　この災害医療。スイッチが入った後、われ
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し興奮状態になっていて、だんだんだんだん出血が進んで血圧が下がってくると、意識レベルが

落ちていって、だんだん静かになっていく。やがて呼吸がゆっくりになっていって、下顎呼吸に

なっていって、脈が伸びていって、亡くなります。

　それを目の当たりにしていて、果たして自分が何もしないでいられるだろうかというと、非常

に苦しい決断です。ましてや、その患者が家族であるかもしれない。同僚かもしれない。友達かも

しれない。そういう人が目の前にいて、果たして医療者として、災害時だから何もしない。この人

は助からない。助かる確率が低いから、手を出さない。そういう決断をするという、これがまさに

トリアージですけれども、果たしてそれが実践できるのかというと、やはり正解はなく、やめると

いう判断は非常に苦しいと思います。

　そういう状況に対して、何とかして供給が増えれば助けられるかもしれない。できれば、6時間

以内ぐらいにそういう供給が増えれば、救命できる患者もいるだろうと思って、常日頃、そのため

の準備、どうしたらいいのかとか、そういうことを考えているわけです。

　そうすると、平時では、大量輸血プロト

コールを発動して、多くの血液製剤を投入

して、多くの医療職の職員を動員して、よう

やく救命できる感じ。そういった人を、災害

医療になった瞬間に、これだけ資源を投入

して救命すべきなのかどうなのか。決して

正解はないです。

　出血性ショックの患者が、初めは大体少

　今日話題にしてる地震の中で、特に皆さ

ん、気になってるところは首都直下型地震

だろうというところで、現在、東京は北部で

起こると最大の被害が起こると、ずっとい

われていて、最大被害想定として、負傷者、

大体9万3,500人。重症者が4,675人ぐらいで

すね。これぐらいの傷病者が出るだろうと

いわれています。
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たいなと思っても、結果、発災から3日以内に転送できたような患者は3割しかいないわけです。要

は、7割ぐらいの方を、そこの自地域の、被災地域の中の医療機関で頑張らなきゃいけないという

ことです。

　こういった規模の地震災害、直近で、東日

本の震災以降もいろんなことが起こりまし

た。いわゆる都市型の大きな地震災害とし

ては、やっぱり参考になるのは、この阪神淡

路の大震災だろうと思います。過去のいろ

んな記録をひもといてみると、こんな記述

がありました。

　要は、いろんな患者がやってきて、転送し

地外の病院で、注意した方が良いなと思います。

　これは、今、大きな災害医療の流れの大本

になっていますけれども、結局、そうはいっ

ても、被災地域内の病院のところでは、いろ

んな医療資源が枯渇していますので、平時

助けられる患者でも、なかなか救えない。外

傷の死亡率は3倍ですし、クラッシュ症候群

といわれるような病態に対しては、20倍ぐ

らいの死亡率の差がある。被災地内と被災
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要になってくるような傷病ですので、非常に輸血ニーズが高い。

　この報告、被災地内の病院の先生の報告

ですけれども、見ますと、大体地震発生後6

時間以内に、死者の8割ぐらいが集中して

る。そして運ばれてきてる傷病者は、最初の

初日のところでは、ほとんど外科的な疾患、

整形外科的な疾患でした。あと、それ以外の

ところでは、産科疾患だったりで、特に初期

には外傷、妊婦。やはり輸血療法が非常に重

ありましたけれども、やっぱり被災状況の大きなところは、2日後ぐらいから、ようやく巡回供給

が始まったということです。

　こういった阪神の教訓からは、発災後72

時間以内が非常に勝負だった。特に初日に

大きな患者のピークがあって、地震発生後5

～6時間以内に資源を集められるだけ集め

るというような結論が出ています。

　ただ、これがなかなか容易ではなくて、先

ほど、大城戸先生の発表にもありましたけ

れども、初日から巡回供給ができた地域も
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都の地域防災計画というのがあります。

　ただこれも、かなり大枠ぐらいしか書いてありませんので、そこをさらに、具体的にどうしま

しょう、こうしましょうというふうにやってきたのが、医療救護活動ガイドラインということで、

より実用的な指針として書かれています。

　これまで、いろんな先生方、災害の対策の

計画、お話ありましたけれども、なじみのな

い方のために少し整理すると、今、災害対応

というのは、国レベルでは、防災基本計画と

いうのがなされていて、それが大枠を決め

ていて、あと、そこが都道府県レベルに落ち

てくると、それぞれの都道府県の事情に応

じた計画ということで、東京都ですと東京

人口と同じぐらいの住民が暮らしているということになるので、そこに対して、二次保健医療圏

の範囲として対応しましょうということになります。

　この医療救護活動ガイドラインというの

は、首都直下型地震を想定して、あとは似た

レベルの地震を想定して、そういうことが

起きた時に、このガイドラインが発動され

る。東京都は、先ほど来話があるように、非

常に人口が多いので、例えば広尾病院の管

轄している世田谷区は、1区だけで90万人の

人口がいるということです。小さな県の総
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　フェーズ分けとしては、急性期と、そこか

ら急性期以外ということですけれど、細か

くは説明しません。

供給体制とのギャップみたいなものが大きくなっていくのではないかと思います。

　特に急性期は、やっぱり外傷患者が増え

てきて、それに対して輸血ニーズが非常に

高くなります。で、徐々に徐々に落ち着いて

くると、定期的に輸血を要するような血液

疾患の患者さんだったりとかだけになりま

す。ただ、そうはいっても、供給体制、連絡体

制、あと実際の搬送体制がすぐに元通りに

なるわけでもないですので、平時と異なる

　医療救護活動ガイドラインの中でも、情

報の流れとしては、先ほど来、出てますけれ

ども、各区は、災害拠点病院以外のところ

は、各市町村の医療救護活動拠点に、そう

いった輸血のニーズがあれば、情報を集め

ましょうと。それらを、今度、二次医療圏の

医療対策拠点に上げ、さらにそこから東京

都の災害対策本部に上げるといった流れに

あります。
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　これが災害時だと、この流れなんですね。

これが、先ほど来お話出てた、非常に介在す

る部署が多くて、情報伝達がうまくいくの

かどうか不安というところにつながってい

ることだと思います。

　ただ、これ、デメリットばかりではなく

て、メリットとしては、東京都を面で、全体

として負担して、有限な資源を、どこに効率

的に配分したらいいかどうかを見ることが

できるのがいいかなと思います。

　ただ、災害に強い通信インフラが整備さ

れれば、十分機能する仕組みかもしれない

ですけれども、現状としては、FAXを使って

　ただ、平時は、それぞれ病院から、ニーズ

があれば献血供給事業団に連絡し、「こう

いった血液製剤が欲しいです」と要求を出

して、それが運ばれてくるんですけど、

いたりとか、いろんな通信手段が、停電すれば遮断されるかと考えてます。
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　じゃあ、病院の立場で、少しこのフェーズ

毎に見てみると、どんな不安、懸念がある

か。

に至っては2単位しかありませんし、FFPもA型10、O型10、B型が6で、AB型6単位しかありません。な

ので、この血液製剤だけで、何とか戦わなければいけないことになります。

　まず最初のフェーズ0。発災直後と超急性

期のところですね。当然、輸血、血液製剤が、

そんなにすぐはありませんので、まずは被

災地内の医療資源で対応しなくてはいけな

いということです。

　対応しなくてはいけないのですが、院内

在庫はどうかというと、例えば広尾病院で

は、赤血球製剤がA型6単位、O型6単位、AB型
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なか登院できなかったりですとか、あとは、当然業務としては、この輸血業務だけじゃない。他に

もやることがたくさんありますし、対応人員が負傷してしまったら、さらにダメージは大きく

なってしまうと思います。

　人的な資源に関しても、1日の大半は当直

帯です。日勤帯といわれるのは9時～17時で

すので、これの3分の2ぐらいは当直帯です

ので、そこに、いつもこういった輸血療法で

ケアしてくれる技師さんがいればいいです

けど、検査科、いつも同じ人がいるわけでは

ありませんので、あまり慣れてない方も、従

事してる時もあります。慣れた職員はなか

だと思いますけれども、大渋滞が起きました。何とか渋滞を防ぐべく、今、規制をいろいろやって

いますけれども、来たら次、また同じように渋滞になってしまうのは、否定はできないだろうかな

と思ってます。

　物的な資源に関しても、例えば停電とか、

破損だったりとかで、うまく資機材が機能

しないですとか、発注に関しても、インター

ネットはかなり強いだろうといわれてます

けれども、いろんな理由でつながらないこ

ともあったりします。

　あと、交通渋滞とか、道路の寸断とか、こ

れは東日本の震災を経験された方はご存じ
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けれども、病院側から見ても不安だと思ってます。

　あともう一つは、丸山先生の講演でもありましたけれども、ラストワンマイルといわれる、取り

あえず基地まで血液製剤が来ても、最後、病院まで運ぶところを、どうやって運ぶんだろうかとい

うところ。特に懸案は火災です。

　運ぶ人達が、「じゃあ運びます」と言って基地を出て運んでる途中、火災に巻き込まれたりする

可能性は、その辺の安全情報を、なかなか混乱してるので集まり切らない。そういったところに、

ほんとに人を派遣して、「何々病院に運んでよ」といって、出していいんだろうか。それは、誰の責

任で出すの？　そういったところが、非常に不安に感じております。

　これは私の想像ですけれども、献血供給

事業団のほうでも似たような問題が起こる

だろうということに加えて、あちこちの病

院から、この輸血製剤、血液製剤何単位欲し

いといっぱい集まった時に、その中央の情

報を、どういうふうに整理して、どう優先順

位を付けるのかどうかというのは、やはり

既に不安ですというふうに言われてました

　資源分配という視点からいっても、なか

なか東京都全体で、ニーズを集まったとし

ても、じゃあ何々病院に何単位持っていき

ましょうという、そういった分配は、誰が、

どうやって決定するんだろうか。この辺り

を、なかなか、これからもう少し整理しない

といけないのかと思ってます。
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　急性期の死亡回避のためには初めの6時

間が勝負ですけれども、正直、やっぱりこの

6時間で何とかできるとは、ちょっと思えな

い。そうすると、残念ながら、6時間以内とい

うのは、これ、限界があるかなと思います。

　ただ、6時間から72時間の間。ここは、

ひょっとしたら、われわれの、ここにいらっ

しゃる皆さんの工夫と努力と創意と熱意

で、何とかなるかもしれない。そんな期待を

抱いています。
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のトリアージで、優先順位判断の明確化みたいなものが、なにがしかガイドラインがあれば、少し

助けになるのかと思います。

　あと移送能力の安全の向上ですけども、この辺り、道路の安全情報をちゃんと把握できるよう

にしましょうというところ。あとは、車両に関しても、平時運んでる車では、なかなか進めない道

もあるかもしれませんので、走破性の高い車両の導入が可能かどうかなんていうところは検討課

題かなと思います。

によって、この輸血業務以外にもあれこれ、やらなきゃいけないことがたくさんある中で、もう

ちょっとシンプルにできるのではないかなということです。

　ここで提案ですけれども、いかに資源を

増やして、いかに需要を減らすかというこ

とでは、当然、物的資源の安定性の確保で

は、平時の災害対応として、物が落ちないよ

うにしようとか、皆さん、けがしないように

準備しましょうねとか、そういったところ。

　あとは情報処理能力の向上では、先ほど

藤田先生からありましたけど、やっぱりこ

　病院内のほうでも、外から血液をもらう

ことはあんまり当てにせず、献血とか、全血

輸血を病院内でも行えるようにする、そう

いった体制整備が必要かなと考えていま

す。

　あとは輸血業務の負担軽減としては、ほ

んとうに超急性期のところは、赤血球はO型

だけで、FFP、PCはAB型だけでと決めること
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　こちら、藤田先生の支援されているド

ローンを紹介させていただきます。研究用

として実際運んで実証実験をやっていると

こですね。

　過去、広尾病院、実は島しょ地域の後方病

院という役割もあって、平時から、島しょ地

域での出血性ショックの患者さんとかの搬

送に、ATRの機械を使って血液製剤を運ん

で、実際に輸血をしながら連れてくると

いったことをやっています。

　道路事情の悪い中での移送の実例として

は、ドローンという話が出てますけれども、

実は既にアフリカ、ウガンダでは実用化さ

れていて、この飛行機に乗せて血液製剤が

運ばれ、ワクチンを運ぶといったことがや

られています。

　ただ、日本では、まだまだいっぱい、法律

の問題とかありまして、悩まされていると

ころです。
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　このくらい医療資源が限られているところですね。結局のところ、災害医療と同じですし、輸血

業務の負担軽減というか、最少リスクで対応するところに関して、赤血球はO型、FFPはAB型にとい

うのは、平時の島しょ医療の輸血療法は、実は災害医療に通じるところがいっぱいあるというこ

とを言っています。

しますので、こういったところで手術だとかもできるようにする。

　ただ、こういった、臨時で突然出てきた医療施設に、血液製剤を、例えば10単位、20単位欲しいん

だよと要望が出た時に、果たして運べるかというところですね。恐らく、この辺りは地域防災計

画、全く考えられてないので、ほんとうに運べるかなというのは、まだちょっとチャレンジングな

課題かなと思ってます。

　この搬送に関してですけれども、ここで

も、やっぱり島しょ医療機関は、なかなか医

療資源が限られてて、血液製剤を持ってい

る島もあれば、全くないような島があった

りというところ。あとは、輸送にかかる時間

的な緊急性などから、島で、クロスマッチを

やることも不安というところから、赤血球

製剤はO型のRH（＋）を常に持っていく。

　その他、東京都がこういった大きな被害

を受けると、恐らく日本国としては、世界の

他の国へ、助けてくださいという助けを求

めることが考えられます。東日本大震災で

も、イスラエル等、多数、いろんな国から医

療支援を持ってきました。特にイスラエル

だとか、中国だとか、野戦病院をそのまま

持ってくるようなシチュエーションを展開
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　なので、こういったフェーズのとこで、

やっぱり交替制勤務や、休暇が取れるよう

な人的資源の担保というのは、平時、自施設

中の課題と思っております。

　ただ、一方で、都内で働いている人たち

も、かなり疲弊をしてくる時期だと思いま

すし、かといって、全く元通りの搬送体制、

受注体制になっていないので、そういった

ギャップから、結構やっぱりストレスフル

な状況が続くんじゃないかなと思っていま

す。

　フェーズ3、フェーズ4。少し時間がたって

くると、だんだんニーズは、平時の状態に近

づいてはきますけれども、そうすると、災害

拠点病院以外からも血液製剤のニーズが出

てくるかと思います。
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はり非常につらい状況と考えております。

　より安全・安定の輸血療法を実施する上で、やっぱり人工血液ですとか、凍結乾燥血漿。こう

いった臨床応用に期待をよせています。

　結局のところ、なるべく早く血液製剤が

入ることで、助けられる命がたくさんある

と思います。むしろ増えると思いますけれ

ど、ただ、現状は大きな制限があって難し

い。ただ、そうはいっても、最前線の現場で

患者の治療に当たっていると、普段だった

ら何とかなるのに、災害だから何とかなら

ないというのを目の当たりにするのは、や

　最後、災害時輸血療法への期待というと

ころです。
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　あと東京都には、離島とか山間地域があって、ぜひこれらのへき地。元々平時から、医療体制脆

弱ですけども、こういった地域もあるんですよということを、ぜひ皆さん、知っていただければと

思います。

　まとめです。お示しのお話を、今日させて

いただきました。

　皆さん、ご清聴ありがとうございました。

　その他、ドローンの搬送というのも載せ

てますけれども、法的な制約ですとか、普段

どおりにインプットしたプログラムどおり

の地理条件だったらいいんですけど、災害

が起こって、ビルが倒れたりとか、いろんな

とこで地理条件が変わったりすると、なか

なかうまくいかなかったり、リスクじゃな

いかなということを、少し懸念しています。

（座長：田野﨑先生）

　城川先生、どうもありがとうございました。
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ディスカッション（総合討論）

（座長：田野﨑先生）

　約6分ディスカッションの時間ありますが、どうしても伺いたいという方、フロアからでもあるい

は演者の方とかからでも、あればお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。藤田先生、どう

ぞ。

（質問者：藤田先生）

　奥山先生や田野﨑先生含め、移植病院の先生や担当している先生のところでは、万が一災害が起

こった場合に、たくさんいる移植患者さんや毎日輸血している患者さんに向けて、災害を想定した

マニュアルや対策のようなプランは考えられているでしょうか。

（奥山先生）

　残念ながら、そこまで考えていないです。ちょうど昨日、駒込病院では防災訓練がありました。通常

の災害時にはこういう報告をするとか、電子カルテが使えない時にどうやって輸血をするのかとい

うような、一般的な災害訓練になっています。そのようなマニュアルはありますが、先ほど先生がお

示ししたような、そういった踏み込んだ輸血に特化したマニュアルが20％のところにあるというの

は本当かなと思います。田野﨑先生はどうですか。

（座長：田野﨑先生）

　慶應大学病院や国立がん研究センター中央病院では、あまりそういうことまでありませんでした

し、移植をしている担当医は、やっぱり血液供給していただくまで頑張ろうかなと思っています。長

村先生、どうぞ。

（質問者：長村先生）

　医科研の長村です。貴重な先生方のお話、ありがとうございます。非常に勉強になりました。当院

も、災害時の輸血を採るところのマニュアルはないです。ですので、これを機会にやっぱり立ち上げ

たほうがいいかなと思います。例えば、院内放送でO型、AB型の人を集めるとか、そういうのはいいか

なと思いました。

　あと1点、前回の東日本大震災の時に、辰巳のブロック血液センターの前の道路が液状化したとい

う話がありましたが、東京都、それから血液センターとしては、その辺りはどのような対応を考えら

れているのでしょうか。
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（座長：田野﨑先生）

　よろしくお願いします。

（大城戸先生）

　ご質問ありがとうございます。辰巳供給出張所の前の道路が液状化したことでマンホールが浮き

上がり、その直後の状況はかなりひどいものではありました。私は当時そこにいなかったので詳し

い状況までは分かりませんが、供給については、道路が閉鎖されていたものの、交通はどうもできた

ようです。通行止めをしている警察官などに話をしながら供給車両を出して、医療機関に供給した

と聞いております。

（質問者：長村先生）

　ありがとうございます。先ほどの広尾病院の城川先生のように、特殊な車両があるといいかなと

ちょっと思いました。ありがとうございます。

（座長：田野﨑先生）

　どうもありがとうございました。他、いかがでしょうか。藤田先生、どうぞ。

（質問者：藤田先生）

　医療機関の立場からすると、赤血球はO型、血漿はAB型をオーダーしたいのですが、血液センター

の立場ではこのようなドナーさんに偏りができてしまうオーダーは望ましくないでしょうか。医療

機関から言うと、検査のこともあるので、赤血球はO型、血漿はAB型をオーダーしたくなるのですけ

れども、それで災害時に耐えられますか。あるいは血漿もA型も持っているとか、そういうことも含

めてどうでしょうか。

（大城戸先生）

　ありがとうございます。確かに受注業務としては、赤血球についてはO型、FFPについてはAB型とい

う形で限定されるという観点では、スリム化や情報統制が十分できるとは思います。

　ただ在庫的にそれに耐えられるかというと、やはり普段からのニーズとしても、O型の赤血球、特

にAB型の血漿については、成分の血小板もありますので、なかなか在庫確保に苦慮しています。正

直、在庫的には苦しいというところです。

（座長：田野﨑先生）

　どうもありがとうございます。私からも1点、今回、首都直下型の地震を想定しての話が多かった

のかと思いますが、災害は様々なものがあるので、これでは全く想定できないものも多くあると思

います。実際の二次医療圏の様々なところ、特に病院間では、連携がどのような形で取れるので

しょうか。ここには行政が入らないというようなことを先ほど、丸山先生にご指摘いただいていた

ように思うのですが、私どもから考えると、たくさんの日本赤十字社の病院があって、また都には

都立病院がたくさんあるわけなので、それらの病院所在地の行政の方々が指示を出し、命令体系を

しっかりして、それで何かうまくできるような体制というのは今、あるのでしょうか。丸山先生、お

願いできますか。

（丸山先生）

　ご質問ありがとうございます。東京都の方もよくご存じだと思いますが、二次医療圏のコーディ

ネーターたちが集まる会議が毎年必ず開催されています。その中で、二次医療圏ごとにどのように

対応していくかなどが話し合われますが、当然そこには、東京都の災害医療コーディネーターも参

加されます。東京都の保健医療局の課長等も参加されていて、訓練も行っているという状況です。

ですから、こういった課題を出して、それを一つ一つ解決していくという過程にあります。先ほど

少し話がありましたけど、このガイドライン改定前に、実は東京都と血液センターと都支部で話し

合いをされているのですが、時間切れになってしまって、今回のガイドラインになりました。次回

のガイドラインに向けて、本当に今日、このようなディスカッションをさせていただいたのは大切

なことだと思っております。皆さまのご意見を入れる形で、東京都と血液センターと都支部と、ま

た次なる手を打てればいいかなと思ってるのですが、私の話でもさせていただいたように、やっぱ

り我が事として、皆さまが覚悟していただくことが大切だと思っております。そういったことで、

またご意見頂戴できるかと思っています。ありがとうございます。

（座長：田野﨑先生）

　ありがとうございました。最後、まとめていただきました。このようなディスカッションの機会

は今回初めてあったなと私は思ったのですが、今後とも、またこういう機会が増えていき、色々な

ところできちんと対応できるようにしていくことが重要ではないかと思いました。よろしいで

しょうか。

　そうしましたら、このシンポジウム、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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上がり、その直後の状況はかなりひどいものではありました。私は当時そこにいなかったので詳し

い状況までは分かりませんが、供給については、道路が閉鎖されていたものの、交通はどうもできた

ようです。通行止めをしている警察官などに話をしながら供給車両を出して、医療機関に供給した

と聞いております。

（質問者：長村先生）

　ありがとうございます。先ほどの広尾病院の城川先生のように、特殊な車両があるといいかなと
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（質問者：藤田先生）

　医療機関の立場からすると、赤血球はO型、血漿はAB型をオーダーしたいのですが、血液センター
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機関から言うと、検査のこともあるので、赤血球はO型、血漿はAB型をオーダーしたくなるのですけ

れども、それで災害時に耐えられますか。あるいは血漿もA型も持っているとか、そういうことも含

めてどうでしょうか。

（大城戸先生）

　ありがとうございます。確かに受注業務としては、赤血球についてはO型、FFPについてはAB型とい

う形で限定されるという観点では、スリム化や情報統制が十分できるとは思います。

　ただ在庫的にそれに耐えられるかというと、やはり普段からのニーズとしても、O型の赤血球、特

にAB型の血漿については、成分の血小板もありますので、なかなか在庫確保に苦慮しています。正

直、在庫的には苦しいというところです。

（座長：田野﨑先生）

　どうもありがとうございます。私からも1点、今回、首都直下型の地震を想定しての話が多かった

のかと思いますが、災害は様々なものがあるので、これでは全く想定できないものも多くあると思

います。実際の二次医療圏の様々なところ、特に病院間では、連携がどのような形で取れるので

しょうか。ここには行政が入らないというようなことを先ほど、丸山先生にご指摘いただいていた

ように思うのですが、私どもから考えると、たくさんの日本赤十字社の病院があって、また都には

都立病院がたくさんあるわけなので、それらの病院所在地の行政の方々が指示を出し、命令体系を

しっかりして、それで何かうまくできるような体制というのは今、あるのでしょうか。丸山先生、お

願いできますか。

（丸山先生）

　ご質問ありがとうございます。東京都の方もよくご存じだと思いますが、二次医療圏のコーディ

ネーターたちが集まる会議が毎年必ず開催されています。その中で、二次医療圏ごとにどのように

対応していくかなどが話し合われますが、当然そこには、東京都の災害医療コーディネーターも参

加されます。東京都の保健医療局の課長等も参加されていて、訓練も行っているという状況です。

ですから、こういった課題を出して、それを一つ一つ解決していくという過程にあります。先ほど

少し話がありましたけど、このガイドライン改定前に、実は東京都と血液センターと都支部で話し

合いをされているのですが、時間切れになってしまって、今回のガイドラインになりました。次回

のガイドラインに向けて、本当に今日、このようなディスカッションをさせていただいたのは大切

なことだと思っております。皆さまのご意見を入れる形で、東京都と血液センターと都支部と、ま

た次なる手を打てればいいかなと思ってるのですが、私の話でもさせていただいたように、やっぱ

り我が事として、皆さまが覚悟していただくことが大切だと思っております。そういったことで、

またご意見頂戴できるかと思っています。ありがとうございます。

（座長：田野﨑先生）

　ありがとうございました。最後、まとめていただきました。このようなディスカッションの機会

は今回初めてあったなと私は思ったのですが、今後とも、またこういう機会が増えていき、色々な

ところできちんと対応できるようにしていくことが重要ではないかと思いました。よろしいで

しょうか。

　そうしましたら、このシンポジウム、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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　備えあれば憂いなしと、昔から先人の人たちが言っておりますので、それを胸に、輸血療法と

いうのを、災害時は、どうしても輸血のところが漏れがちなところでございますので、皆さんの

病院で災害訓練、防災訓練する時、ちょっと輸血のことも考えて訓練するとか、マニュアルを見

直していただくきっかけになればいいかなと思って、この企画をいたしました。

　皆さん、消化不良なり、満足いく会であったかどうか分かりませんけれども、将来に向けて、

役に立っていただければと考えております。今日はどうもありがとうございました。

7 閉会の挨拶

東京都輸血療法研究会世話人代表

藤 田     浩


